
別記第 1 号様式 

 

総 合 整 備 計 画 

 

 兵庫県養父市 中間・栗ノ下辺地 

                （辺地の人口 134 人 面積 9.5ｋ㎡） 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する市(町)又は字の名称   養父市大屋町中間・栗ノ下 

（２）地域の中心の位置          養父市大屋町中間字柏本 524-3 

（３）辺地度点数             115 点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

  当地区は、本市の中心から約 26 ㎞離れた南西側に位置し、急峻な山に囲まれ、戸

数 52戸の集落を形成しており、高齢化率は 49.3％と市全体の高齢化率 40.4％を大き

く上回っており、辺地化に拍車をかけている。 

  また、当地区内で県道大屋波賀線と市道横行線が交差しており、観光地である若杉

高原や横行渓谷への通り道になっているが、当地区への来訪者はほとんどいない。 

  令和５年に当地区内の遊休地を活用して、ウイスキー蒸留所が建設された。当施設

へのアクセスは若杉川に架かる市道橋を渡る必要があるが、その市道橋の幅員が 3.5

ｍと狭小で中型車以上の通行が困難となっている。当施設は、酒文化とツーリズムを

融合した新たな地域観光交流の場であり、当地区の地域振興に資する施設として期待

しているため、当施設へアクセスする交通基盤整備は必須である。 

  また、当施設への来訪者が増加することで周辺の観光施設等と相互連携し、地域の

特性を生かした活性化の取組の推進を図るものである。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

  令和６年度から令和８年度まで ３年間 

（単位　千円）

区　分 一般財源のう

ち辺地対策事

　  施　設　名 事業主体名 業債の予定額

杉の界橋整備事業 養父市 225,501 128,535 96,966 96,800

225,501 128,535 96,966 96,800

事業費

財源内訳

特定財源 一般財源

合　　　　計
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（別表第１）年次別計画表

市町名 辺地名

変更前 （単位：千円）

特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源

杉の界橋整備事業
橋梁新設
L＝13.5ｍ、Ｗ＝7.5ｍ

129,007 73,530 55,477 55,300 28,807 16,416 12,391 12,300 100,200 57,114 43,086 43,000

合　　計 129,007 73,530 55,477 55,300 28,807 16,416 12,391 12,300 100,200 57,114 43,086 43,000

変更後 （単位：千円）

特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源

杉の界橋整備事業
橋梁新設
L＝13.5ｍ、Ｗ＝7.5ｍ

225,501 128,535 96,966 96,800 39,878 22,730 17,148 17,100 100,623 57,355 43,268 43,200 85,000 48,450 36,550 36,500

合　　計 225,501 128,535 96,966 96,800 39,878 22,730 17,148 17,100 100,623 57,355 43,268 43,200 85,000 48,450 36,550 36,500

辺地対策
事業債

事業費
財源内訳 辺地対策

事業債

　　令和８年度

事業費
財源内訳 辺地対策

事業債

事業名 事業内容

全体 　　令和６年度 　　令和７年度

事業費
財源内訳 辺地対策

事業債
事業費

財源内訳

辺地対策
事業債

事業名 事業内容

全体 　　令和６年度 　　令和７年度

養父市 中間・栗ノ下

事業費
財源内訳 辺地対策

事業債
事業費

財源内訳 辺地対策
事業債

事業費
財源内訳
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辺地総合整備計画 中間・栗ノ下辺地 事業計画位置図

杉の界橋整備事業
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（別表第２） 

辺地総合整備計画策定（変更）に係る理由書 

市 町 名 養父市 辺 地 名 中間・栗ノ下 

【道路施設】 

・杉の界橋整備事業 

 養父市大屋町中間地内の遊休地を活用して建設されたウイスキー蒸留所へのアクセス

道路である市道橋が、幅員 3.5ｍと狭小で中型車以上の通行が困難になっているため橋梁

の架け替えを行うものである。 

本事業は、酒文化とツーリズムを融合した新たな地域観光交流施設へのアクセス道

路を整備するもので、当地区の地域振興に資するものである。 

また、当施設への来訪者が増加することで周辺の観光施設等と相互連携し、地域の

特性を生かした活性化の取組の推進を図るものである。 

【変更理由】 

令和６年度において詳細な調査設計を行った結果、橋梁工事規模が当初想定してい

たものよりも大きくなることが判明したこと及び工事箇所の支障物件（水道管）移転

が必要になったことから、事業費・工期ともに変更が生じた。 

 

（記載要領） 

 まず、総論について記述し、その後各事業ごと（道路なら個別路線ごと）に、①必要性、

②緊急性、③効果について詳述すること。 
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